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研究成果の概要（和文）： 
 本研究の目的は、ヨーロッパ私法および EU私法の展開とわが国の契約法および不法行為法
の展開をフォローし、これまでの関連研究の成果を踏まえて、わが国の債権法改正作業並びに
私法の現代化にとって具体的な提言に向けた成果を得ることにある。 
本研究では、EU 法レベルでの私法の動向、また、それに対応した各国私法の現代化現象に
関する具体的な分析を行い、日本法との対比の中で、検討を行い、論文の形で成果を公表した。
とくに国内外の研究者との学術交流を通して、さまざまな角度から、最新の動向、議論に触れ
ることができ、それによって問題がより明らかとなり、研究内容を深めることができた点は意
義深い。 
本研究の結果、ヨーロッパ私法の平準化・統一の動きが、契約法領域に止まらず、私法全体

の領域へと拡大していることが明らかとなった。またこれらの議論の考察を通して、日本法の
債権法改正作業において、いくつかの重要な示唆を得ることができた。 
 
研究成果の概要（英文）： 
This research’s goal is to follow the development in European and EU private law, and 
Japanese contract law and tort law in Japan. Additionally, it is to get a result for the 
reform-works on the law of obligations and the reform discussion on the modernization of 
Japanese private laws, based on previous studies. 
This research would concretely analyze the trend of private laws in EU plane and the 
modernization of private laws on European countries in relation to Japanese law, and 
published the result as some articles. Especially by exchange between experts from within 
and outside of Japan we could clear the current of this problem from several angles and 
then concretize the issues of it. It was very meaningful to deepen our knowledge and 
understanding of it. 
As results of this research it was identified that the trend of harmonization and unification 
on European private law is enlarged not only to contract law area, but also to the whole 
private law. By this research also some important indications for the reform-works on the 
Japanese law of obligations were gained.  
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１．研究開始当初の背景 
欧州連合（以下、ＥＵ）は、共通通貨で

あるユーロの導入により通貨統合を実現
し、共通域内市場を確立した後も、2004 年
には東欧の加盟国を迎えるなど、域内市場
のさらなる確立と拡大を図っている。ヨー
ロッパ共同体市場は、政治的には紆余曲折
があるものの、経済的には着実に拡大・統
一を果たしつつある。こうした市場経済を
支える政策の一つとして、私法分野の平準
化作業が進められているが、なおＥＵ各国
は大きな法制度的違いを残している。 
これらが、統一市場の形成・発展にとっ

ての障害となるのは想像に難くない。そこ
で、市場の円滑な運営の観点化から、ヨー
ロッパ委員会では、とりわけ私法領域にお
いても、域内市場をより安定化させ、活性
化を図るための法の統一または統一法典
（特に民法・契約法）の制定の構想が検
討・推進されている。ＥＵ各国の法学者た
ちは、こうした動向を受けて、私法領域で
の共通理解を獲得するために、ヨーロッパ
全領域での協力体制を形成し、準備が始め
られていた。 
実際に、すでに多数のＥＵ指令が公布さ

れ、国内法化されており、これによってヨ
ーロッパ共同体法レベルで私法の個別領
域での共通化・平準化が強力に押し進めら
れている。こうした展開に対応して、各国
の学者達は、共同して、これまでの私法体
系、とりわけ民法典の現代化作業に向けて
の取り組みが顕著である。その一つの特徴
的な現れが、法典の形式をとった提案とし
て提出された、いわゆる「ヨーロッパ契約
法原則（PECL）」であり、アキグループの
「ヨーロッパ共通契約法原則」である。こ
れらは、2009 年に日本でも発効したウィー
ン売買条約の影響下に形成されており、さ
らに、今後のヨーロッパ私法に影響を与え
るものとされる。その例証として、とりわ
け、ドイツでは、2002 年に、ヨーロッパ私
法の影響下で債務法の現代化として民法
の一部改正が行われたことも特筆される
べきである。 
こうした契約法の比較法的検討は、その

後も、ユニドロワ原則（国際商事契約法原
則（PICL））、UNCTRAL をはじめ、国連組
織やヨーロッパ各国での積極的な展開が
みられる。また、ヨーロッパ委員会の意向、
EU の動向を受けて、ヨーロッパ各国の学者
達は、マックスプランク外国・国際私法研
究所(ドイツ)をはじめとする各国の研究
所も、ヨーロッパ私法・契約法の統一に関
する研究活動を活発化させていたところ
である。 
むろん、このような海外での一連の研究

動向は、債権法の改正作業を抱えるわが国
の民法学からも注目されていたところで
ある。 

 
 

２．研究の目的 
EU の域内市場の拡大・展開を受け、EU レ
ベルで進行する EU 私法およびヨーロッパ各
国私法の展開について、とりわけ私法統一化
に向けた同項をフォローし、その方向性およ
び特質を明らかにすること、その上で、一方
で、こうした動きを基礎づける私法原理を分
析するととともに、他方で、わが国の契約法
および不法行為法の展開をフォローし、これ
までの関連研究の成果を踏まえて、わが国の
債権法改正作業並びに私法の現代化にとっ
て具体的な提言に向けた成果を得ることに
ある。 
 
 
３．研究の方法 
第１に、EU 規則・指令など、EU 法レベ

ルで展開する私法統一化の動向について、
指令提案等も含めてフォローするととも
に、これらに対応した各国私法の現代化現
象を取り上げる。その際、ドイツ法圏、イ
ギリス法圏、フランス法圏といった従来の
法圏論的な分析枠組を利用する。 
第２に、ヨーロッパの主な国々を対象と

し、各国固有の法システム（裁判制度・実
務慣行）のあり方を踏まえて、各国私法の
いくつかの制度の共通の傾向を取り出す
（共通原理の析出）。その際、可能な限り
立法・判例の動向を含めて考察を試みる。 
第３に、資料的な価値をもつ EU 法関連

資料および各国の著名な学者からなる私
法統一化に向けた各研究プロジェクトの
成果、さらには各国私法の条文や文献の翻
訳作業をも行う。主に英語・ドイツ語・フ
ランス語文献に依拠しながら作業を進め、
翻訳等を行った場合には、積極的に公表す
る。 
第４に、以上の研究を促進するため、ヨ

ーロッパの比較法研究者との連携を図る。
とくに、各国研究者を招聘し、公開の共同
研究セミナーを開催し、広く当該テーマに
関心ある国内研究者との学術交流の場を
もつ。併せて、適宜、海外の国際的研究拠
点において、情報および資料収集するため
に研究会メンバーを適宜派遣する。 
 
 
４．研究成果 
本研究では、EU法レベルでの私法の動向、
また、それに対応した各国私法の現代化現象
に関する具体的な分析を行い、日本法との対



比の中で、検討を行い、これらを主として論
文の形で成果を公表した。とくに、全研究期
間にわたり、海外で第一線で活躍する研究者
を招聘し、さまざまな論点について多様な角
度から公開研究会を開催し、本研究の最新の
動向についての貴重な情報を共有し、また基
礎的な資料の分析および検討を国内外の研
究者との学術交流を通して深めることがで
きた。研究会の開催にあたっては、言語的な
壁を越え、広く関心ある研究者の参加を促す
ため、講演原稿については事前に翻訳すると
ともに、研究会当日においても、研究会メン
バーによる通訳をつけることで、より活発な
議論が展開された。またこれらの講演内容に
ついては質疑応答も含めて、随時、公表作業
を進めた。併せて、研究会の各メンバーが、
海外で開催される関連シンポジウム等にも
積極的に参加するともに、関連研究の世界的
拠点たる各研究所において資料および情報
収集を行うことができ、これらの活動を通し
て国際学術交流を深め、その後の活動の基盤
となった。 
加えて、この間、我が国もようやく批准に

至ったヨーロッパの枠組みを超えた世界的
規模でのグローバルな共通法として（72カ国
以上が加入）重要な位置づけを有する「国際
物品売買条約（CISG）」に関する概説書も、
当該研究会に参加するメンバーが中心とな
って刊行することができ、学界のみならず、
経済界をはじめとする社会的要請に応える
ものとなった。  
以上の一連の研究活動を通して、ヨーロッ

パ私法のさらなる平準化・統一の動きとそれ
をめぐる議論を通して、日本法の債権法改正
作業において、いくつかの重要な示唆を得る
ことができた点は意義深い。他方で、契約法
分野のみならず、私法全体での統一化・平準
化へと問題領域がより一層拡大しているこ
と、本研究期間内に公表されたヨーロッパ私
法共通参照枠（DCFR）をはじめとする新た
な動きに対する分析作業が今後も継続して
必要なことが明らかとなった。 
なお、現在、以上の研究成果全体を一冊の

書籍にまとめる作業を遂行しており、近く刊
行の予定である。 
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